
特別養護老人ホーム　八女の里

●多床室

第１段階 単位：円

Ⅰ Ⅱ

要介護１ 557 36 6 13 22 12 14 30 690 300 0 29,790
要介護２ 625 36 6 13 22 12 14 30 758 300 0 31,898
要介護３ 695 36 6 13 22 12 14 30 828 300 0 34,068
要介護４ 763 36 6 13 22 12 14 30 896 300 0 36,176
要介護５ 829 36 6 13 22 12 14 30 962 300 0 38,222

第２段階

Ⅰ Ⅱ

要介護１ 557 36 6 13 22 12 14 30 690 390 370 44,050
要介護２ 625 36 6 13 22 12 14 30 758 390 370 46,158
要介護３ 695 36 6 13 22 12 14 30 828 390 370 48,328
要介護４ 763 36 6 13 22 12 14 30 896 390 370 50,436
要介護５ 829 36 6 13 22 12 14 30 962 390 370 52,482

第３段階

Ⅰ Ⅱ

要介護１ 557 36 6 13 22 12 14 30 690 650 370 52,110
要介護２ 625 36 6 13 22 12 14 30 758 650 370 54,218
要介護３ 695 36 6 13 22 12 14 30 828 650 370 56,388
要介護４ 763 36 6 13 22 12 14 30 896 650 370 58,496
要介護５ 829 36 6 13 22 12 14 30 962 650 370 60,542

第４段階

Ⅰ Ⅱ

要介護１ 557 36 6 13 22 12 14 30 690 1,380 840 89,310
要介護２ 625 36 6 13 22 12 14 30 758 1,380 840 91,418
要介護３ 695 36 6 13 22 12 14 30 828 1,380 840 93,588
要介護４ 763 36 6 13 22 12 14 30 896 1,380 840 95,696
要介護５ 829 36 6 13 22 12 14 30 962 1,380 840 97,742

※入所や1ｶ月以上の入退院後、３０日間は初期加算として３０単位の料金が加算されます。褥瘡マネジメント加算　10単位 / 3月に1回　

 （対象者のみ）　排せつ支援加算　100単位/1月、再入所時栄養連携加算　400単位、低栄養リスク改善加算　300単位　

生活保護受給者・老齢福祉年金受給者

第２段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が８０万円以下の方

第３段階

個別機能
訓練

栄養
マネジメント

口腔衛生管理
体制(月額）

※別途、介護職員処遇改善加算Ⅰとしてサービス利用料（食費･滞在費は含まない）に対して ８．３％の料金が加算されます。

第４段階 同じ世帯内に住民税課税者がいる、又は本人が住民税課税の方

　外泊加算　246単位、外泊時支援加算　560単位、配置医師緊急時対応加算　夜間650単位　深夜1300単位、看取り介護加算　30日内

利用者負担限度階 本人の所得内容

第１段階

月　額
（31日分）

居住費
月　額

（31日分）
小　計 食　費

居住費
月　額

（31日分）
小　計 食　費

看護体制
小　計 居住費

小　計 食　費

基本
日常生活
継続支援

看護体制 夜勤職員
配置

月　額
（31日分）

事業者番号　4072300116

基本
日常生活
継続支援

看護体制

居住費

栄養
マネジメント

口腔衛生管理
体制(月額）

看護体制

世帯全員が住民税非課税で、利用者負担第２段階以外の方

基本

利用料金表

平成３０年０４月０１日現在

基本
日常生活
継続支援

食　費

夜勤職員
配置

栄養
マネジメント

口腔衛生管理
体制(月額）

夜勤職員
配置

個別機能
訓練

日常生活
継続支援

口腔衛生管理
体制(月額）

夜勤職員
配置

個別機能
訓練

個別機能
訓練

栄養
マネジメント

＊「合計所得金額」とは、収入額から公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費などを差し引いた金額です。

＊「課税年金収入額」とは、税法上課税対象の収入となる公的年金等（国民年金・厚生年金・共済年金などで、障害年金や遺族
    年金は、注意　平成28年8月より収入扱いに変更になります。）をいいます。



特別養護老人ホーム　八女の里

●多床室

第４段階 介護負担割合2割 単位：円

Ⅰ Ⅱ

要介護１ 1114 72 12 26 44 24 28 60 1,380 1,380 840 109,800
要介護２ 1250 72 12 26 44 24 28 60 1,516 1,380 840 114,016
要介護３ 1390 72 12 26 44 24 28 60 1,656 1,380 840 118,356
要介護４ 1526 72 12 2 44 24 28 60 1,768 1,380 840 121,828
要介護５ 1658 72 12 26 44 24 28 60 1,924 1,380 840 126,664

口腔衛生管理
体制(月額）

基本
日常生活
継続支援

看護体制

事業者番号　4072300116

利用料金表

平成３０年０４月０１日現在

小　計 食　費 居住費
月　額

（31日分）
夜勤職員

配置
個別機能

訓練
栄養

マネジメント


